
令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金交付要綱 

（令和５年４月１０日） 

 （趣旨） 

第１条 三沢市は、市内農畜水産業及び関連産業の活性化を図ることを目的に、

当市で生産された農畜水産物等を原材料とした付加価値の高い商品づくり

を支援するため、特産品の開発又は促進事業に要する経費について、令和５

年度予算の範囲内において、三沢市特産品開発促進事業費補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付については、三沢市補助金

等の交付に関する規則（昭和４７年三沢市規則第１５号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （補助対象経費、補助率及び補助金の額） 

第２条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとし、

補助金の額は、１件あたり５０万円以内の額とする。 

 （事業案の公募） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、より意欲的で継続性のある取り組み

を採択するため、公募して広く事業案を募るものとする。 

 （事業の選定） 

第４条 前条の公募に対し応募のあった事業案は、選考委員会を設置して審査

し、当該審査の結果に基づき採択する事業を選定する。 

（申請書等） 

第５条 規則第４条第１項の規定による申請書は、様式第１号によるものとし、

同条第２項の規定により当該申請書に添付しなければならない書類は、次の

とおりとする。 

⑴ 当該年度の事業計画書（様式第２号） 

⑵ 当該年度の収支予算書（様式第３号） 

⑶ 経費の配分内訳書（様式は任意とし、補助対象経費とそれ以外の経費を

明確に区分して記載するものとする。） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定通知） 

第６条 規則第５条第１項の規定による補助金の交付決定通知は、様式第４号



により行うものとする。 

 （補助金の交付の条件） 

第７条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規

則第５条第２項の規定により付された条件となるものとする。 

 ⑴ 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）が予定の

期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合には、速や

かにその理由及び事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出してその指

示を受けること。 

 ⑵ 補助対象事業の状況、経費の収支、その他補助対象事業に関する事項を

明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを当該年度の事業終了後か

ら５年間保管しておくこと。 

 （変更の承認） 

第８条 補助対象事業について次に掲げる変更を行う場合は、あらかじめ様式

第５号を市長に提出するものとする。 

 ⑴ 事業主体、事業内容等の変更 

 ⑵ 補助対象事業の中止又は廃止 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認又は不

承認を決定し、様式第６号により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

 （申請の取下げ） 

第９条 規則第６条第１項の規定による補助金の交付申請の取下げは、補助金

の交付決定通知書を受領した日から起算して７日を経過した日までにこれを

行うものとする。 

 （補助金の請求） 

第１０条 補助金の請求は、様式第７号により行い、交付決定後に交付決定通

知書の写しを添付して行うものとする。 

 （補助金の交付方法） 

第１１条 補助金の交付方法は、概算払（８割概算交付）とする。 

 （実績報告書等） 

第１２条 規則第９条の規定による報告は、補助対象事業の完了の日（事業の



廃止の承認を受けた場合はその日）から起算して３０日を経過した日又は補

助金の交付を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに様式第８号によ

り行うものとし、当該報告に添付しなければならない書類は、次のとおりと

する。 

⑴ 事業実績書（様式第２号を準用） 

⑵ 収支決算書（様式第３号を準用） 

⑶ 経費の配分内訳書（様式は任意とし、補助対象経費とそれ以外の経費を

明確に区分して記載するものとする。） 

⑷ 支払いを証する資料（領収書、明細書等） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則

第１０条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、様式第９号により

通知するものとする。 

２ 第１１条の規定により概算払を受けた補助金の精算額は、前項による補助

金の確定額によるものとする。 

 （財産の処分の制限） 

第１４条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産等

を補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保

に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号）に定める当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場

合は、この限りでない。 

 ⑴ 機械類及び重要な設備並びに備品 

 ⑵ その他市長が指定したもの 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助対象事業を行う者が次の各号のいずれかに該当すると

認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助金を補助の目的以外に使用したとき。 

⑵ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 



⑶ 法令に違反する行為を行ったとき。 

 ⑷ この要綱に基づく申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。 

 （補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付さ

れているときは、様式第１０号により期限を定め、補助対象事業を行う者に

対しその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、第１３条第２項の規定により補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、様式第１１号により期

限を定め、補助対象事業を行う者に対してその返還を命ずるものとする。 

（補足） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和５年４月１１日から施行する。 

 



別表（第２条関係）

補助対象事業 補助対象経費 補助率 

三沢産の農畜水

産物等を活用した

付加価値の高い商

品の開発又は改良

に係る次の取組み

とする。 

⑴ 商品の開発・

改良 

⑵ 包装等の開発 

⑶ 調査研究 

⑷ 外部専門家の

招へい 

⑸ ＰＲ用印刷物

やホームページ

等の製作 

⑹ 商談会・展示

会等への参加 

⑺ その他市長が

認めるもの 

① 謝礼 

・外部の専門家から指導

を受けた場合の謝礼金

等 

〇補助率は、２分の１とする。 

〇補助金の額は、補助対象経

費の合計額（当該事業が国、

県又はその他公共的機関等か

ら助成を受けている場合は、

その助成額を控除した額）に

補助率を乗じて算出し、１,

０００円未満の端数は切り捨

てる。 

〇補助金の上限は、１件につ

き５０万円とする。 

② 旅費 

・外部の専門家を招へい

するための交通費 

・マーケティング調査、

商品の研究開発、商談

会・展示会への参加等に

必要な交通費及び宿泊

費 

③ 印刷製本費 

・商品の宣伝・ＰＲ活動

に必要な印刷物及び資

料等の印刷費（コピー代

を除く。） 

④ 委託料 

・調査研究、デザイン、

試作品加工等のための

外注費用 

⑤ 役務費 

・商品を輸送するための

通信運搬費、手数料等 

⑥ 使用料及び借上料 

・商談会・展示会への参

加に必要な参加料 

・会場や物品等を一時的

に借り上げるための借

上料等 

⑦ 原材料費 

・試作のために使用する

原材料費等（販売に係る

ものは除く。） 

⑧ 備品購入費 

・機械装置、器具等備品

の購入費（ただし、経費

の合計の３分の１以内

の額までとする。） 

⑨ その他市長が必要と 

認める経費（事前協議に

よる承認を要する。） 



様式第１号（第５条関係） 

    年  月  日 

 

（あて先）三沢市長 

 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名 

電 話 番 号 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金交付申請書 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金交付要綱第５条及び三沢市補

助金等の交付に関する規則第４条の規定により、関係書類を添えて下記のとお

り申請します。 

記 

 

１ 団体の目的及び組織（個人の場合は省略可） 

 

２ 団体の構成及び役員名（個人の場合は省略可） 

 

３ 補助対象事業の目的及び内容（別紙として添付可） 

 

４ 交付を希望する補助金の額及びその算出基礎 

 

５ 添付書類 

 （１） 当該年度の事業計画書 

 （２） 当該年度の収支予算書 

（３） 経費の配分内訳書 

（４） その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第５条、第１２条関係） 

 

事業（ 計画 ／ 実績 ）書 

 

月 日 実施内容 概要説明 

   

 



様式第３号（第５条、第１２条関係） 

 

収支（ 予算 ／ 決算 ）書 

 

収 入 

科 目 
□ 本年度予算額 

□ 本年度決算額 
説  明 

   

計 
  

 

支 出 

科 目 
□ 本年度予算額 

□ 本年度決算額 
説  明 

   

計 
  

 



様式第４号（第６条関係） 

指 令 番 号 

年  月  日 

 

 

           殿 

 

 

三沢市長         印 

 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった三沢市特産品開発促進事業費補助金

について、下記のとおり交付することに決定したので、三沢市補助金等の交付

に関する規則第５条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

交付決定額 金        円 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

    年  月  日 

 

 

（あて先）三沢市長 

 

 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名 

電 話 番 号 

 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業 

（ 変更 ／ 中止 ／ 廃止 ）承認申請書 

 

 

    年  月  日付け、三沢市指令第  号をもって補助金の交付決定

を受けた三沢市特産品開発促進事業について、下記のとおり( 変更 ／ 中止 ／ 

廃止 ）したいので、令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金交付要綱第

８条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ ( 変更 ／ 中止 ／ 廃止 ）の理由 

 

 

２ 変更の場合はその内容 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

指 令 番 号 

年  月  日 

 

 

           殿 

 

 

三沢市長         印 

 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業 

（変更／中止／廃止）に係る（承認／不承認）通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあったことについて、（承認／不承認）

とすることに決定したので、令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金交

付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

 

（不承認の場合はその理由を記載） 

 

 



様式第７号（第１０条関係） 

    年  月  日 

 

 

（あて先）三沢市長 

 

 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名          印 

電 話 番 号 

 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金請求書 

 

 

請求金額 金        円 

 

 

 

ただし、    年  月  日付け、三沢市指令第   号により交付の

決定がありました補助金として、上記のとおり請求します。 

 

 



様式第８号（第１２条関係） 

    年  月  日 

 

 

（あて先）三沢市長 

 

 

住   所 

団 体 名 

代表者氏名 

電 話 番 号 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金実績報告書 

 

  年  月  日付け、三沢市指令第   号で補助金の交付決定を

受けた三沢市特産品開発促進事業が完了したので、三沢市補助金等の交付に関

する規則第９条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業実績書 

 

２ 収支決算書 

 

３ 経費の配分内訳書 

 

４ 支払いを証する資料 

 

５ その他市長が必要と認める書類 



様式第９号（第１３条関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

三沢市長         印 

 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金確定通知書 

 

 

  年  月  日付けで実績報告のあった三沢市特産品開発促進事業

費補助金について、下記のとおり金額を確定しましたので、三沢市補助金等の

交付に関する規則第１０条の規定により通知します。 

 

記 

 

（単位：円） 

交付決定額 
確定額 

（Ａ） 

交付済額 

（Ｂ） 

未交付額 

（Ａ）－（Ｂ） 
備  考 

     

 



様式第１０号（第１６条関係） 

指 令 番 号 

年  月  日 

 

 

             殿 

 

 

三沢市長         印 

 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金返還命令書 

 

 

  年  月  日付け、   第  号で通知をした補助金（ 交付決

定 ／ 確定 ）については、令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金交付

要綱第１５条の規定により当該交付決定の（ 全部 ／ 一部 ）を取り消し、同

要綱第１６条の規定により補助金の返還を命ずる。 

 

記 

 

１ 返還を命ずる金額        円 

 

補助金（ 交付決定 ／ 確定 ）額 円 

うち補助金の交付を取り消す金額 円 

 

２ 取消しの理由 

 

 

３ 補助金の返還期限     年  月  日 



様式第１１号（第１６条関係） 

指 令 番 号 

年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

三沢市長         印 

 

 

令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金返還命令書 

 

 

  年  月  日付け、三産発第  号で確定通知をした補助金につ

いて、令和５年度三沢市特産品開発促進事業費補助金交付要綱第１６条第２項

の規定により次のとおり返還を命ずる。 

 

記 

 

１ 補助金返還額        円 

 

２ 補助金の返還期限     年  月  日 

 

 


